
当院の施設基準  
1） 明細書発⾏体制等加算  

診療の透明性を⾼めるため、すべての患者さまに診療報酬の算定項⽬が記載された診
療明 細書を無償で発⾏しています。 明細書の発⾏を希望されない⽅は、受付へその
旨をお申し出ください。 
  

2） 医療情報取得加算  
マイナンバーカードによるオンライン資格確認システムを導⼊しています。このシステ
ムにより、患者さまの医療情報（受診歴、服薬情報、特定健診情報その他必要な診療
情報）を取得し、より安全で適切な診療を提供できる体制を整えています。  
 

3） ⻭科初診料の注 1 に規定する基準  
⻭科外来診療における院内感染防⽌対策に⼗分な体制の整備、⼗分な機器を有し、研
修を受けた常勤の⻭科医師およびスタッフが在籍しています。  
 

4） ⻭科外来診療医療安全対策加算 ⻭科外来診療感染対策加算 1  
・安⼼で安全な⻭科医療環境の提供を⾏うにつき⼗分な装置・器具等（⾃動体外式除
細動器（ＡＥＤ）を所持しております。  
・経⽪的動脈⾎酸素飽和度測定器（パルスオキシメーター） ・酸素（⼈⼯呼吸・酸素
吸⼊⽤のもの）・⾎圧計・救急蘇⽣セット）を整備しています。  
・診療における偶発症等緊急時等の対応のため近畿⼤学奈良病院と連携しています。 
・医療安全対策に係わる研修の受講ならびに従業者への研修の実施を⾏っています。 
 

5） がん性疼痛緩和指導管理料  
がん性疼痛の症状緩和を⽬的として⿇薬を投与している患者に対して、ＷＨＯ⽅式の
がん性疼痛の治療法に基づき、当該保険医療機関の緩和ケアに係る研修を受けた保険
医が在籍しております。 
  

6） ⻭科治療総合医療管理料 ⻭科治療時医療管理料 在宅総合医療管理加算  
当院は患者さんの全⾝状態の把握、管理等に必要な⽣体モニター等の機器、機材等が
整備されております。  
 

7） ⼩児⼝腔機能管理料の注 3 に規定する⼝腔管理体制強化加算  
当院は「かかりつけ医」機能を有する医院として機能強化加算を算定しており、以下
の取り組みを⾏なっています。  
・⻭科疾患の重症化予防や、⾼齢者対応に関する研修を受けた⻭科医師が在籍してい



ます。  
・受診されているほかの医療機関や処⽅されている医薬品を把握するため、お薬⼿帳
のご提⽰をお願いする場合があります。  
・必要に応じて、専⾨医師や専⾨医療機関へのご紹介を⾏います。  
・健康診断の結果など、健康管理に関するご相談に応じます。  
・保健・福祉サービスに関するご相談に応じます。  
・診療時間外を含む緊急時の対応⽅法について、情報提供します。 

8） 在宅療養⽀援⻭科診療所 2 
当院は訪問診療を⾏うにあたっての⼗分な実績があり、⻭科訪問診療に係る後⽅⽀援
の機能を有する別の保険医療機関（病院⻭科）との連携体制が確保されております。 

9） 精密触覚機能検査  
⼝腔・顎・顔⾯領域の⼿術等に伴う神経障害や帯状疱疹や⾻髄炎等に起因する神経障
害によって⽣じる神経症状（感覚の異常）の検査に関する研修を受講した⻭科医師が
在籍しております。 

10） ⻭科⼝腔リハビリテーション料 2  
当院は⻭科⼝腔外科を標榜し、当該診療科に係る５年以上の経験及び当該療養に係る
３年以上の経験を有する⻭科医師が配置されており、顎関節症の診断に⽤いる MRI 検
査については近畿⼤学奈良病院と連携が図られています。  

11） CAD/CAM 冠  
CAD/CAM とよばれるコンピューター⽀援設計・製造ユニットを⽤いて作製される冠
（被せ物）やインレー（詰め物）を⽤いて治療を⾏なっています。  

12） クラウン・ブリッジ維持管理料  
当院で装着した冠やブリッジについて、2 年間の維持管理を⾏っています。  

13） ⻭科外来・在宅ベースアップ評価料（I）  
 
 
 
緊急時の連携保険医療機関  
医療機関の名称 近畿⼤学奈良病院  
所在地 〒 630-0293 奈良県⽣駒市⼄⽥町 1248-1  
緊急時の連絡 0743-77-0880  
 
医療機関の名称 ⽣駒市⽴病院  
所在地 〒 630-0213 奈良県⽣駒市東⽣駒１丁⽬６番地 2  
緊急時の連絡 0743-72-1111  
                     たにむら⻭科⼝腔外科 院⻑ ⾕村 昌哉 


